
一　　般　　質　　問

い
。
引
き
続
き
、
県
と
連
携
し
て
住
民

説
明
を
求
め
る
。

　

水
質
検
査
に
つ
い
て
は
、
一
定
期

間
、
定
期
的
に
実
施
す
る
方
向
で
、

ま
た
、
検
査
結
果
の
公
表
の
在
り
方
等

を
検
討
し
て
い
る
。
県
と
協
議
し
な
が

ら
、
有
効
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
で
き

る
よ
う
努
力
す
る
。

　

条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、
年
度
末

ま
で
に
何
ら
か
の
形
で
議
会
に
説
明
す

る
。
市
民
の
意
見
聴
取
は
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
で
広
く
意
見
を
募
集
す
る
。

問
汚
染
が
で
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

住
民
説
明
会
を
実
施
し
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
事
業
者
の
悪
質
性
と
不
誠
実

さ
を
こ
の
場
で
も
指
摘
し
て
お
く
。

ま
た
、
住
民
説
明
会
に
つ
い
て
は
、
知

事
が
会
見
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ

り
、市
や
県
と
し
て
、事
業
者
に
対
し
、

強
い
指
導
・
要
請
を
行
い
、
実
現
い
た

だ
き
た
い
が
聞
く
。

答
本
市
と
し
て
も
、
住
民
説
明
会
は

法
令
に
義
務
規
定
は
な
い
が
、
必
要
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
県
に
対
し
て

は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
に
係

る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
関

す
る
手
続
を
定
め
る
条
例
で
位
置
づ
け

る
な
ど
の
取
組
を
求
め
て
い
く
。

三
原
市
職
員
の
障
害
者
雇
用
と
雇
用

促
進
に
つ
い
て

問
障
害
者
枠
で
の
市
職
員
募
集
・
採

用
状
況
に
つ
い
て
、
特
別
支
援
校
、
福

祉
事
業
所
な
ど
関
係
団
体
に
も
、
も
っ

と
広
く
周
知
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
広
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
公

式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
周

知
し
て
い
る
。今
後
、募
集
に
つ
い
て
、

多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

学
校
や
事
業
所
に
周
知
し
て
い
く
。

問
障
害
者
枠
の
受
験
年
齢
が
18
～
30

歳
は
見
直
す
べ
き
で
な
い
か
。
今
年
度

の
受
験
者
は
１
名
で
、
採
用
者
は
０
で

あ
っ
た
。
尾
道
市
で
は
受
験
年
齢
が
18

～
45
歳
で
応
募
者
12
名
。
福
山
市
で
は

18
～
45
歳
で
14
名
。
東
広
島
市
で
は
18

～
45
歳
で
12
名
。
い
ず
れ
も
応
募
者
は

10
名
を
超
え
て
い
る
。
障
害
者
雇
用
促

進
の
観
点
か
ら
も
、
30
歳
を
引
上
げ
、

障
が
い
の
あ
る
人
の
受
験
機
会
を
増
や

し
て
は
ど
う
か
。

答
募
集
対
象
年
齢
は
、
平
成
23
年
度

以
降
、
30
歳
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
る

が
、
応
募
者
を
増
や
し
て
い
く
た
め
に

も
、
他
の
自
治
体
の
状
況
を
参
考
に
し

つ
つ
、
令
和
６
年
度
か
ら
の
拡
大
を
検

討
し
て
い
く
。

本
郷
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
で
発

生
し
た
問
題
に
つ
い
て

問
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
は
14

回
目
で
あ
る
。
平
成
30
年
12
月
議
会
に

計
画
段
階
か
ら
懸
念
を
持
つ
と
述
べ
て

き
た
。
建
設
段
階
か
ら
事
業
者
は
数
々

の
法
令
違
反
が
あ
り
、
市
民
に
は
、
不

安
と
怒
り
し
か
生
ま
れ
て
い
な
い
経
緯

が
あ
る
。
排
水
に
汚
染
が
で
た
問
題

で
、
事
業
者
は
住
民
に
対
し
説
明
会
を

行
っ
て
い
な
い
。指
導
権
限
は
県
だ
が
、

市
は
、
県
や
事
業
者
に
対
し
、
ど
の
よ

う
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
し
た
か
聞
く
。

　
再
提
案
に
な
る
が
、
市
独
自
の
水
質

検
査
を
求
め
る
。
県
が
行
わ
な
い
な
ら

市
独
自
で
行
う
べ
き
だ
と
い
う
ス
タ
ン

ス
の
質
問
だ
。
市
で
定
期
的
に
検
査

し
、
結
果
の
事
実
を
積
み
上
げ
、
世
間

に
公
表
し
、
社
会
に
判
断
し
て
も
ら
う

こ
と
を
提
案
す
る
。

　
水
源
保
全
条
例
に
つ
い
て
は
、
今
年

度
末
に
方
向
性
を
出
す
と
６
月
議
会
で

答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
検
討
経
過
と
市

民
意
見
聴
取
の
場
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
聞
く
。

答
住
民
説
明
会
に
つ
い
て
、
県
は
事

業
者
に
促
し
て
い
る
が
、
法
的
根
拠
が

な
い
こ
と
等
を
理
由
に
実
施
し
て
い
な

太
陽
光
発
電
施
設
に
つ
い
て

問
太
陽
光
パ
ネ
ル
が
農
地
、
山
林
等

に
増
え
広
が
っ
て
い
る
。
①
設
置
状
況

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。
②
住

民
の
苦
情
や
ト
ラ
ブ
ル
は
な
い
か
。

答
①
発
電
出
力
10
ｋ
ｗ
未
満
の
設
備

が
３
４
２
０
件
、
10
ｋ
ｗ
以
上
が
１
４

１
５
件
、
合
計
で
４
８
３
５
件
の
設
置

と
な
っ
て
い
る
。
②
平
成
31
年
か
ら
現

在
ま
で
19
件
あ
り
、
是
正
指
導
等
を
行

い
、
全
て
適
切
に
対
応
さ
れ
て
い
る
。

問
全
国
で
条
例
を
制
定
す
る
自
治
体

が
年
々
増
加
し
て
い
る
。
苦
情
や
ト
ラ

ブ
ル
が
増
え
交
渉
が
難
航
し
裁
判
に
至

る
事
例
も
あ
り
、
設
置
を
規
制
す
る
条

例
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ

る
。
19
件
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

中
、
本
市
も
太
陽
光
発
電
施
設
設
置
を

規
制
す
る
条
例
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答
関
係
法
令
等
が
整
備
さ
れ
、
大
き

な
ト
ラ
ブ
ル
が
な
い
状
況
の
中
、
条
例

に
よ
り
厳
し
く
規
制
等
を
行
う
こ
と
は

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
促
進
に
影

響
を
及
ぼ
す
危
惧
が
あ
る
。
市
へ
の
苦

情
や
ト
ラ
ブ
ル
の
状
況
、
他
市
町
の
動

向
等
を
参
考
に
し
、
研
究
す
る
。

意
見
私
が
危
惧
す
る
の
は
、
住
民
か

ら
の
苦
情
や
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
。

宮
みや

垣
がき

 秀
ひで

正
まさ

正
しょう

田
だ

 洋
よう

一
いち

▪ 

本
郷
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
で

発
生
し
た
問
題
に
つ
い
て

▪ 

空
き
家
等
対
策
に
対
す
る
取
組
に

つ
い
て

▪ 

太
陽
光
発
電
施
設
等
に
つ
い
て

▪ 

三
原
市
職
員
の
障
が
い
者
雇
用
と

雇
用
促
進
等
に
つ
い
て
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一　　般　　質　　問

と
な
っ
た
物
件
の
現
所
有
者
の
み
を
調

査
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
た
め
、

市
内
全
域
の
件
数
等
は
不
明
で
あ
る
。

問
持
ち
主
が
不
明
の
理
由
は
。

答
①
不
動
産
登
記
簿
等
を
参
照
し
て

も
持
ち
主
が
直
ち
に
判
明
し
な
い
、
②

持
ち
主
が
判
明
し
て
も
連
絡
が
つ
か
な

い
、
③
相
続
放
棄
、
④
法
人
の
倒
産
等

の
４
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

問
持
ち
主
不
明
な
ど
を
理
由
に
固
定

資
産
税
な
ど
を
徴
収
で
き
ず
、「
不
納

欠
損
処
分
」
と
し
た
件
数
（
筆
数
）
と

金
額
は
。

答
平
成
30
年
度
、
12
件
（
土
地
１
０

２
筆
・
建
物
13
棟
）
で
約
60
万
円
。

平
成
31
年
度
、
11
件
（
土
地
37
筆
・
建

物
15
棟
）で
約
30
万
円
。令
和
２
年
度
、

21
件
（
土
地
71
筆
・
建
物
28
棟
）
で
約

70
万
円
。
令
和
３
年
度
、
19
件
（
土
地

71
筆
・
建
物
18
棟
）
で
約
60
万
円
。
令

和
４
年
度
、
35
件
で
（
土
地
１
８
３

筆
・
建
物
47
棟
）
で
約
７
８
０
万
円
で

あ
る
。

　
な
お
、
令
和
４
年
度
の
不
納
欠
損
額

が
多
い
理
由
は
、
法
人
の
破
産
手
続
き

の
終
了
や
相
続
財
産
清
算
人
の
任
務
終

了
等
に
よ
り
、
滞
納
税
額
を
徴
収
で
き

る
可
能
性
が
な
い
た
め
で
あ
る
。

る
。
い
ず
れ
の
事
業
に
つ
い
て
も
、
研

究
し
て
い
き
た
い
。

自
販
機
横
リ
サ
イ
ク
ル
Ｂ
Ｏ
Ｘ
に
つ
い
て

問
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
減
ら
す
と

い
う
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意

味
で
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
ゼ
ロ
宣

言
」
を
し
て
は
ど
う
か
。

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
プ
ラ
ご
み
で
は
な

く
リ
サ
イ
ク
ル
が
主
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
回
収
過
程
で
自
販
機
横
の
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
は
異
物
が
混

入
し
て
い
る
実
態
が
あ
り
、
ご
み
が
山

積
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
飲
料
メ
ー
カ
ー
や
自
販
機
事
業

者
等
が
異
物
の
処
理
を
負
担
し
て
い
る

現
状
で
あ
る
。

　
官
民
共
同
の
回
収
モ
デ
ル
を
策
定
し

て
は
ど
う
か
。
ま
た
新
機
能
リ
サ
イ
ク

ル
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

答
宣
言
を
行
う
計
画
は
な
い
が
、
県

の
「
２
０
５
０
輝
く
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ　
Ｓ

Ｅ
Ａ
瀬
戸
内
ひ
ろ
し
ま
宣
言
」
に
準
じ

た
い
。
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
へ
の
異

物
混
入
は
把
握
し
て
お
り
、
設
置
事
業

者
の
責
任
で
処
理
さ
れ
て
い
る
と
認
識

し
て
い
る
。
環
境
美
化
や
公
衆
衛
生
、

新
機
能
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
の
普
及

促
進
に
つ
い
て
は
検
討
し
た
い
。

地
籍
調
査
に
つ
い
て

問
昨
年
度
末
ま
で
の
進
捗
状
況
は
。

答
調
査
対
象
面
積
４
３
０
・
06
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
２
５
２
・
54
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
完
了
し
、
進
捗
率

58
・
72
％
で
あ
る
。

　
地
域
別
の
内
訳
は
、
三
原
地
域
19
・

47
％
、
本
郷
地
域
78
・
32
％
、
久
井
地

域
70
・
９
％
、
大
和
地
域
１
０
０
％
で

あ
る
。

問
旧
一
市
三
町
の
合
併
以
降
に
投
入

さ
れ
た
事
業
費
の
累
計
は
。

答
国
費
負
担
分
４
億
５
３
５
８
万

円
、
県
費
負
担
分
２
億
２
６
７
９
万
１

千
円
、
本
市
負
担
分
３
億
１
１
５
３
万

円
の
、
総
額
９
億
９
１
９
０
万
１
千
円

で
あ
る
。

問
完
了
ま
で
に
見
込
ま
れ
る
費
用
と

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答
面
積
・
筆
数
だ
け
で
な
く
、
調
査

を
実
施
す
る
場
所
に
よ
っ
て
縮
尺
、
精

度
や
平
均
傾
斜
度
な
ど
の
条
件
が
異
な

る
た
め
、
算
出
は
困
難
で
あ
る
。

持
ち
主
不
明
の
土
地
・
建
物
に
つ
い

て問
件
数
（
筆
数
）
及
び
土
地
の
総
面

積
は
。

答
固
定
資
産
税
の
賦
課
業
務
上
必
要

終
活
支
援
に
つ
い
て

問
身
元
が
分
か
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

引
き
取
り
手
の
な
い
遺
骨
が
全
国
的
に

急
増
し
て
い
る
。
本
市
も
例
外
で
は
な

い
。

　
本
人
が
元
気
な
う
ち
に
終
活
に
関
す

る
情
報
を
予
め
自
治
体
に
登
録
し
て
お

き
、
万
一
の
時
は
自
治
体
が
本
人
に
代

わ
っ
て
関
係
各
所
に
登
録
内
容
を
回
答

で
き
る
仕
組
み
（
終
活
情
報
登
録
伝
達

事
業
）
を
作
れ
な
い
か
。

　
ま
た
、
一
人
暮
ら
し
で
身
寄
り
が
な

く
、
低
所
得
で
資
産
の
な
い
高
齢
者
や

障
が
い
の
あ
る
方
が
亡
く
な
っ
た
際
、

葬
儀
や
納
骨
、
遺
品
の
整
理
な
ど
を
民

間
の
葬
儀
社
な
ど
と
協
力
し
て
サ
ポ
ー

ト
す
る
事
業
（
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ

ン
・
サ
ポ
ー
ト
事
業
）
を
立
ち
上
げ
て

は
ど
う
か
。

答
終
活
情
報
登
録
伝
達
事
業
の
趣
旨

に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
。
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
プ
ラ
ン
・
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
つ
い

て
は
、
死
後
の
対
応
ま
で
行
う
事
業
で

あ
り
、
市
が
本
人
と
葬
儀
社
の
死
後
事

務
委
任
契
約
の
仲
介
や
見
守
り
等
を
す

る
事
業
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

　
市
の
責
任
や
介
入
の
度
合
い
、
一
連

の
管
理
業
務
負
担
な
ど
の
課
題
も
あ

德
とく

重
しげ

 政
まさ

時
とき

高
たか

原
はら

 伸
しん

一
いち

▪ 

地
籍
調
査
に
つ
い
て

▪ 

持
ち
主
不
明
の
土
地
・
建
物
に
つ
い
て

▪ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
発
生
以
降
の

本
市
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
に
つ
い
て

▪ 

終
活
支
援
に
つ
い
て

▪ 

自
動
販
売
機
横
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ

ク
ス
に
つ
い
て

9 VOL.75（令和６年２月）みはら市議会だより



て
お
り
、
そ
の
時
点
で
、
業
務
委
託
に

よ
る
事
務
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
今
回
、
個
別
案
件
と
し
て
法
務
局

と
協
議
し
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
採
決
】
採
決
の
結
果
、
議
第
１
０
８

号
他
６
件
は
、
全
員
一
致
、
原
案
ど
お

り
可
決
し
た
。

行
政
説
明
案
件
（
主
な
も
の
）

受
益
者
負
担
の
適
正
化
に
関
す
る
基
本

方
針
（
案
）
に
つ
い
て

【
概
要
】
公
の
施
設
の
使
用
料
に
つ
い

て
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た

め
、
基
本
方
針
を
策
定
の
上
、
今
後
、

必
要
な
見
直
し
を
行
う
。

【
主
な
質
疑
】

問
有
料
化
で
施
設
を
活
用
す
る
動
き

が
鈍
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
施

設
の
維
持
管
理
の
差
に
よ
っ
て
使
用
料

に
差
が
出
る
の
で
は
な
い
か
。

答
今
回
は
受
益
者
負
担
の
適
正
化
に

つ
い
て
、
基
本
方
針
を
示
し
た
。
10
年

程
前
か
ら
、
根
拠
を
持
っ
た
使
用
料
に

つ
い
て
庁
内
で
議
論
を
し
て
き
た
。
個

別
の
使
用
料
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く

中
で
は
、
減
免
の
考
え
方
も
、
対
象
範

囲
が
広
く
、
そ
の
線
引
き
も
非
常
に
難

し
い
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
、
精
査

の
実
感
だ
。
本
市
の
介
護
基
金
残
高
は

14
億
円
に
も
上
り
、
過
去
最
高
残
高

だ
。
次
期
介
護
保
険
料
は
基
金
を
活
用

し
て
大
幅
な
引
き
下
げ
が
可
能
で
は
な

い
か
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
な
ど
の
通
院

に
関
し
て
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
を
求
め

る
多
く
の
声
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
答
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
次
期
介
護
保
険
料
の
決
定
に
お
い

て
は
、
で
き
る
だ
け
基
金
を
活
用
し
て

負
担
軽
減
を
図
り
た
い
。

　
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
移
動
支
援
に
つ
い

て
は
多
額
の
費
用
が
必
要
と
な
る
こ
と

か
ら
、
今
後
は
住
民
主
体
の
支
え
合
い

の
移
動
支
援
促
進
の
取
り
組
み
も
研
究

し
な
が
ら
検
討
す
る
。

問
タ
ク
シ
ー
助
成
は
10
年
来
の
要
望

で
あ
り
、
先
送
り
し
て
き
た
課
題
で
あ

り
、
新
年
度
の
新
規
事
業
と
し
て
決
断

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
今
あ
る
資
源
の
活
用
を
図
り
な
が

ら
高
齢
者
等
が

安
心
し
て
外
出

で
き
る
支
援
に

つ
い
て
様
々
な

ニ
ー
ズ
に
応
え

て
い
け
る
よ
う

に
し
た
い
。

国
保
税
一
人
１
万
円
の
引
き
下
げ
を

問
国
民
健
康
保
険
の
運
営
主
体
が
県

に
移
っ
て
い
る
が
、
こ
の
５
年
間
は
本

市
独
自
に
引
き
下
げ
や
据
え
置
き
を

行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
来
年
度
は
大

幅
値
上
げ
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
県
と

の
協
議
に
お
い
て
、
県
内
市
町
の
国
保

基
金
残
高
１
０
６
億
円
や
多
額
の
決
算

剰
余
金
の
活
用
に
つ
い
て
、
本
市
は
ど

の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
か
。

　
県
に
対
し
一
人
１
万
円
の
引
き
下
げ

を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
平
成
30
年
度
の
県
単
位
化
以
降
、

本
市
の
独
自
財
源
を
活
用
し
て
毎
年
度

税
の
引
き
下
げ
を
行
っ
て
き
た
。
来
年

度
か
ら
は
独
自
の
調
整
が
で
き
な
く
な

る
こ
と
か
ら
、
県
に
対
し
、
国
か
ら
市

町
に
配
分
さ
れ
て
い
る
交
付
金
を
県
に

留
保
す
る
こ
と
や
、
市
町
の
独
自
財
源

を
県
に
拠
出
す
る
仕
組
み
作
り
を
行
う

よ
う
要
望
し
て
い
る
。

　
で
き
る
限
り
の
上
昇
幅
抑
制
対
策
を

行
う
よ
う
県
に
要
望
し
て
い
く
。

介
護
保
険
料
の
引
き
下
げ
や
、
タ
ク

シ
ー
料
金
へ
の
助
成
を

問
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
り
23
年
が

経
過
し
た
が
、「
年
金
か
ら
引
か
れ
る

介
護
保
険
料
が
重
い
」
と
い
う
高
齢
者

寺
てら

田
だ

 元
もと

子
こ

▪ 

人
口
減
少
・
少
子
化
対
策
に
つ
い
て

▪ 

来
年
度
か
ら
の
国
保
税
に
つ
い
て

▪ 

第
９
期
三
原
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事

業
計
画
に
つ
い
て

▪ 

待
っ
た
な
し
の
脱
炭
素
社
会
に
向
け
て
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成

制
度
を
創
設
し
、
さ
ら
な
る
Ｃ
Ｏ
２
削
減
を
す
べ
き
に
つ
い
て

付
託
議
案
審
査
（
主
な
も
の
）

議
112
・
113　
広
島
広
域
市
町
村
圏
事
務

組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変
更
及

び
三
原
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
規
約

の
変
更
・
共
同
処
理
す
る
事
務
の
う
ち

廃
止
す
る
事
務
の
承
継
に
つ
い
て

【
概
要
】
三
原
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
の
規
約
で
定
め
る
共
同
処
理
す
る
事

務
の
う
ち
、
世
羅
町
の
戸
籍
デ
ー
タ
を

保
管
す
る
機
器
の
維
持
管
理
事
務
を
、

本
市
で
受
託
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
の
広
島
法
務
局
尾
道
支
局
の
判
断
が

得
ら
れ
た
た
め
、
事
務
効
率
化
の
観
点

か
ら
、
本
市
が
受
託
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

問
法
務
局
に
お
い
て
、
世
羅
町
の
戸

籍
デ
ー
タ
保
管
を
、
本
市
が
受
託
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ

が
、
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
法
の
改

正
が
あ
っ
た
の
か
。

答
総
括
的
に
は
委
託
契
約
で
事
務
処

理
が
で
き
る
と
い
う
通
知
が
、
平
成
14

年
４
月
１
日
に
、
法
務
省
か
ら
出
さ
れ

常
任
委
員
会
報
告

（
12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査
の
主
な
も
の
を
報
告
し
ま
す
）

総
務
財
務
委
員
会�

タクシーを利用する高齢者

10VOL.75（令和６年２月）みはら市議会だより


